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【県教育委員会の取組み】 

不審者の侵入等による犯罪被害防止の観点から、学校・家庭・地域での連携

した取組みの推進を図るため、県教育委員会としても、それぞれの取組みを支

援していく立場から、次のような対応、取組みをしていきます。市町村教育委

員会においては、こうした県の取組みとの連携を図っていただきたいと考えて

おります。 

１ 緊急時（事故発生時）の対応 

○ 万一不審者が侵入し、被害が発生したような場合や、学校に対する脅迫が

あった場合などは、必要に応じて学校事故等緊急支援チームを派遣し、緊急

対応について支援します。さらに、県警察本部と連携する必要がある場合に

は、連絡調整等の支援をします。 

○ 事故発生後に児童・生徒の心のケアが必要な場合は、臨床心理士等を必要

数派遣して対応するとともに、医療機関・相談機関等との連絡調整等の支

援をしていきます。 

２ 今後の取組み 

○ 県ＰＴＡ連合会などの関係団体との連携を図り、各地域における連携・協

力が円滑に進むよう支援していきます。 

○ 警察・教育委員会等連絡会議等の場において、県警察本部に対し、各署に

おける学校・警察連絡協議会等、学校との行動連携について協力を依頼し、

緊急時のみならず、日常的な取組みの連携・協力の推進を図っていきます。 

○ 緊急時における連絡体制づくりの一環として、各消防本部にも火災報知器

の使用や緊急対応について理解・協力を依頼します。 

○ 「防犯教室講習会」など､学校安全に関する研修の充実や「防犯教育充実

のために（教師用）」の活用を図ります。 

 ○ 各学校や市町村教育委員会へのマニュアルの改善や防犯に関する指導・助

言の充実に努めます。 

○ 市町村防犯・安全対策主管担当者会議などで情報交換、課題協議等を行い、

啓発に努めます。 

○ ボランティアの協力によるスクールガードの導入について検討を進めます。 

 

 
医 療 機 関  

相 談 機関  
家  庭  

警察・消防  ＰＴＡ組織

神奈川県教育委員会      市町村教育委員会連 携

支

援 

学  校



３６ 

［参考：学校における重大な事件・事故発生時の対応について（抜粋）］ 
長崎県教育委員会 

 
対応事例 
 
児童同士の暴力により重傷を負った場合 
想定事例：休憩時間、児童等同士がけんかをし、興奮した児童等が相手を切り出しナイフで斬りつ

け、重傷を負った。 
 

（１） 負傷の部位、程度や周囲の状況等把握し、応急措置を行うとともに、他の教職

員に知らせ、応援を要請する。 
 

（２） 直ちに、警察署、消防署へ通報する。 
 

（３） 被害者（負傷者）の保護者に状況と搬送先の病院等を連絡する。 
 

（４） 校（園）長（教頭、事務長）により、教育委員会へ第一報

を入れる。 
 

（５） 要請を受けた教職員は、直ちに複数で現場へ急行し、暴力行

動を起こした児童等を落ち着かせ、行動を抑止する。 
（６） 周囲にいた児童等も落ち着かせ、場合によっては現場から遠

ざけるよう指示する。 
（７） 警察等の現場検証に備えて、現場を立ち入り禁止にするなど

現場の保存を行う。 
（８） 状況を校（園）長（教頭、事務長）へ報告する。 
（９） 報告を受けた校（園）長（教頭、事務長）は、役割分担に基

づき、学校の対応を指示する。 
（１０） 窓口を一本化（校長、教頭、事務長）する。 

 
（１１） 本部を設置し、役割分担に基づき行動する。 

 
 

（１２） 児童等の動揺を鎮めながら事情を聴き、事件に至った経緯、状況を

可能な限り収集する。 
（１３） 被害者を訪問する。（家庭訪問、病院） 

・ お見舞い、 
・ 状況の把握・説明（処置の状況、回復の見通し等） 

 
（１４） 事件の全容等収集した情報を整理する。 
 
 

（１５） 加害児童等が保護された場合は、警察や教育委員会と連携しな

がら対応する。 
 

（１６） ＰＴＡ役員等と連携を図り、必要に応じて緊急保護者会の開催

等により保護者への説明を行う。 
（１７） 必要に応じて、報道機関等へも情報提供するなどの対応を行う。 

 
（１８） 役割分担に基づき教育再開準備、再発

防止のための指導を行う。 
 

（１９） 事故報告書を作成し、教育委員会へ報告する。 
 

被害者を訪問 

事故の概要についての把握・整理

加害児童等への対応 

状況の説明 
（保護者会の開催、 
報道機関への情報提供）

教育再開準備及び事故の再発防止対策の実施

報告書の作成 

全教職員による対応 

情報収集 

発見・通報 

警察署、消防署への通報 

保護者への連絡 

教育委員会への第一報 

報道機関への対応

事件・事故対策本部の設置 




